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公布された条例等のあらまし

（規則第17号）◇看護学生修学資金貸与規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

様式の整備（様式第１号・様式第６号関係）

２ 施行期日

公布の日から施行することとした。

（規則第18号）◇医学生地域医療奨学金貸与規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

⑴ 医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整理（第２条関係）

⑵ その他様式の整備

２ 施行期日

令和２年４月１日から施行することとした。ただし、１の⑵については、公布の日から施行することとした。

（規則第19号）◇緊急医師確保対策枠奨学金貸与規則の一部を改正する規則

１ 規則の概要

⑴ 医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行に伴う規定の整理（第２条関係）

⑵ その他様式の整備

２ 施行期日

令和２年４月１日から施行することとした。ただし、１の⑵については、公布の日から施行することとした。

（規則第20号）◇医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

１ 規則の概要

医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行に伴う次に掲げる規則の規定の整理

⑴ しまね医学生特別奨学金貸与規則

⑵ 特定診療科医師緊急養成奨学金貸与規則

⑶ 特定診療科医師育成支援資金貸与規則

２ 施行期日

令和２年４月１日から施行することとした。

規 則

看護学生修学資金貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月13日

島根県知事 丸 山 達 也

島根県規則第17号

看護学生修学資金貸与規則の一部を改正する規則

看護学生修学資金貸与規則（昭和37年島根県規則第70号）の一部を次のように改正する。

様式第１号を次のように改める。
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様式第１号（第７条関係） 

年  月  日 

  島根県知事 様 

申請者氏名（本人）   印 

看護学生修学資金貸与申請書 

修学資金の貸与を受けたいので、看護学生修学資金貸与規則第７条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 なお、貸与を受けることとなった上は、同規則を遵守し、同規則第３条各号に定める施設又は団体において看護職員の業務に所定

の期間勤務することを誓います。 

貸与申請期間 
年 月 日から 

年 月 日まで 
申請金額 円 

本

人

ふ り が な 

学

校

名

等

学 校 名 

氏 名 
学 科 学科 

生 年 月 日 年 月 日生 学 年 学年在学中 

現住所及び電

話番号 

〒 

（ ） ― 

修業年限 年 

学校の所

在地及び

電話番号 

〒 

（ ） ― 

帰省先住所及

び電話番号 

〒 

（ ） ― 

家

族

の

状

況

続柄 氏 名 年齢 
就労の

有無 

所得の区分 学 校 生計

主体

者

生計主体者と 

給与所得 
給与所得

以外  
種別 

国公立又は

私立の別 

自宅通学又は自

宅外通学の別  
住居 生計 

有・無 同・別 同・別 

有・無 同・別 同・別 

有・無 同・別 同・別 

有・無 同・別 同・別 

有・無 同・別 同・別 

有・無 同・別 同・別 

有・無 同・別 同・別 

有・無 同・別 同・別 

家族についての特記事項 

連帯保証人の氏名 実印
連帯保証人の住所及

び電話番号 

〒 

（ ） ― 

貸与申請する貸与枠 

※いずれか１つ記入

島根「ふるさと」看護奨学金〔 〕枠 

※過疎・離島枠を記入した場合は、右記の欄を記入してください。 

就業予定の過疎地

域・離島の市町村 

１ 関係書類 

⑴ 市町村長の発行する所得証明書

⑵ 学校等の在学証明書

⑶ 連帯保証人の印鑑登録証明書

２ 記載上の留意点 

⑴ 「所得の区分」は、あてはまる項目に○を記入してください（複数選択可）。

⑵ 「生計主体者」は、生計主体者である場合にのみ○を記入してください。

⑶ 「就業予定の過疎地域・離島の市町村」は、現時点で就業予定の医療施設等（指

定機関）が所在する市町村があれば記入してください。
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様式第６号（第 13条関係） 

借 用 証 書 
収
入
印
紙

金   円 

ただし、看護学生修学資金貸与規則により貸与を受けた修学資金（     年    月分から 

  年    月分まで）上記金額借用しました。ついては、看護学生修学資金貸与規則の規

定に従い、相違なく返還します。 

なお、連帯保証人は、この修学資金の貸与について、被貸与者と連帯して一切の債務を保証します。 

 年  月  日 

被貸与者   住 所  

氏 名 実印

決定番号（  ）  

連帯保証人   住 所  

氏 名 実印

島根県知事   様 

注 被貸与者及び連帯保証人は、自ら署名し、実印を押印し、印鑑登録証明書を添付すること。また、

収入印紙を貼り付け、被貸与者が実印により消印すること。 

 実印 
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の看護学生修学資金貸与規則の規定により作成した用紙で、この規則の施行の際現に残存する

もののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

医学生地域医療奨学金貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月13日

島根県知事 丸 山 達 也

島根県規則第18号

医学生地域医療奨学金貸与規則の一部を改正する規則

医学生地域医療奨学金貸与規則（平成18年島根県規則第14号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第２号中「基づく厚生労働大臣」を「よる知事」に改める。

様式第１号を次のように改める。
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様式第１号（第７条関係） 

年  月  日 

島根県知事    様 

申請者氏名（本人）    印 

医学生地域医療奨学金貸与申請書 

 奨学金の貸与を受けたいので、医学生地域医療奨学金貸与規則第７条の規定により、関係書類を添えて申請し

ます。 

なお、貸与を受けることとなった上は、同規則を遵守し、指定医療機関に所定の期間勤務することを誓います。 

貸 与 申 請 期 間 
年  月  日から 

年  月  日まで 
申 請 金 額 円 

本

人

ふ り が な 

大学名及び

大学院名等 

大学 

氏 名 
学科 

学年在学 

性 別 男性 ・ 女性 年度入学 

生 年 月 日 年   月   日生  出 身 学 校 
立     高等学校 

年  月 卒業・卒業見込み 

現住所及び電

話番号等 

〒 

（    ）  ―  

メールアドレス：

帰省先住所及

び電話番号 

〒 

（    ）  ―  

連

帯

保

証

人

 連帯保証人は、上記の申請者がこの奨学金の貸与を受けたときは、その貸与額の全額について申請者

本人と連帯してその債務を保証します。 

氏 名 実印 生 年 月 日  年  月  日生 

住所及び電話

番号 

〒 

続柄 

（    ）  ―  

島 根 県 以 外 の 

医学生向け奨学金 

□受けている  （都道府県名又は市町村名   ） 

□受ける予定がある（都道府県名又は市町村名   ） 

□なし

１ 関係書類 

⑴ 大学の在学証明書（大学入学前に申請する者は、大学入学後速やかに提出すること。）

⑵ 連帯保証人についての市町村長の発行する所得証明書及び印鑑証明書

⑶ 学業及び人物について所見を記載した大学の学長の推薦書（大学入学前又は大学入学の直後に申請す

る者は、出身高等学校長の証明する調査書）【全国大学枠のみ】

⑷ 医師免許証の写し及び臨床研修を修了したことを証明する書類（大学院生のうち該当者に限る。）

⑸ 小論文【全国大学枠のみ】

２ 記載上の留意点 

「島根県以外の医学生向け奨学金」は、一定期間の勤務を条件に返還が免除される奨学金が対象です。 
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様式第６号（第11条関係） 

借 用 証 書 収
入
印
紙

金   円 

ただし、医学生地域医療奨学金貸与規則により貸与を受けた奨学金（   年   月分から 

年   月分まで）上記金額を借用しました。ついては、医学生地域医療奨学金貸与規則

の規定に従い、相違なく返還します。 

なお、連帯保証人は、この奨学金の貸与について、本人と連帯して一切の債務を保証します。 

 年  月  日 

本 人   住 所  

氏 名 実印

決定番号   ―  

連帯保証人   住 所  

氏 名 実印

島根県知事   様 

注 本人及び連帯保証人は、自ら署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付すること。また、収入印紙

を貼り付け、本人が実印により消印すること。 

 実印 
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附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、様式第１号及び様式第６号の改正規定は、公布の日から施行

する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の医学生地域医療奨学金貸与規則の規定により作成した用紙で、この規則の施行の際現に残存

するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

緊急医師確保対策枠奨学金貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年３月13日

島根県知事 丸 山 達 也

島根県規則第19号

緊急医師確保対策枠奨学金貸与規則の一部を改正する規則

緊急医師確保対策枠奨学金貸与規則（平成21年島根県規則第48号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第２号中「より厚生労働大臣」を「よる知事」に改める。

様式第６号を次のように改める。
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様式第６号（第11条関係） 

借 用 証 書 収
入
印
紙

金   円 

ただし、緊急医師確保対策枠奨学金貸与規則により貸与を受けた奨学金（    年  月分から

年  月分まで）上記金額を借用しました。ついては、緊急医師確保対策枠奨学金貸与規則

の規定に従い、相違なく返還します。 

なお、連帯保証人は、この奨学金の貸与について、本人と連帯して一切の債務を保証します。 

年  月  日 

本 人   住 所  

氏 名 実印

決定番号   ―  

連帯保証人   住 所  

氏 名 実印

島根県知事   様 

注 本人及び連帯保証人は、自ら署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付すること。また、収入印紙

を貼り付け、本人が実印により消印すること。 

 実印 
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号外第22号 島 根 県 報 令和２年３月13日

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、様式第６号の改正規定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の緊急医師確保対策枠奨学金貸与規則の規定により作成した用紙で、この規則の施行の際現に

残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則をここに公布する。

令和２年３月13日

島根県知事 丸 山 達 也

島根県規則第20号

医療法及び医師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

（しまね医学生特別奨学金貸与規則の一部改正）

しまね医学生特別奨学金貸与規則（平成18年島根県規則第47号）の一部を次のように改正する。第１条

第２条第２項第２号中「基づく厚生労働大臣」を「よる知事」に改める。

（特定診療科医師緊急養成奨学金貸与規則の一部改正）

特定診療科医師緊急養成奨学金貸与規則（平成22年島根県規則第21号）の一部を次のように改正する。第２条

第２条第２項第２号中「より厚生労働大臣」を「よる知事」に改める。

（特定診療科医師育成支援資金貸与規則の一部改正）

特定診療科医師育成支援資金貸与規則（平成23年島根県規則第80号）の一部を次のように改正する。第３条

第２条第２項第２号中「より厚生労働大臣」を「よる知事」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。
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